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令和４年度 豊島区立学校第三者評価について 

 

１ 第三者評価について 
 学校は毎年、学校教育の改善、地域とともにある学校に向けた取組の推進、教育の質の保証・向上

を目指して学校評価を実施している。令和４年度より、豊島区教育委員会が選定した第三者評価委員

が、学校運営連絡協議会（学運協）の開催時等に、学校・地域の実情や、目標達成に向けた取組の状

況を把握するための学校訪問を行い、学校の実態を把握した上で、学校評価によって示される改善の

方向性について、専門的な見地からの指導・助言を校長に行うこととしている。学校が学校評価にお

いて、より客観的な分析・判断を行い、次年度の教育課程の改善につなげたいと考える。 

 

２ 第三者評価委員一覧（敬称略） 
豊島区教育委員会が、第三者評価委員として、学習指導や学校のマネジメント等についての専門性

を有し、かつ、公立学校管理職の経験がある者を選定した。 

氏 名 現職 校長経験 行政経験・専門等 

相原 雄三 
（あいはらゆうぞう） 

明星大学 
特任教授 

文京区立 
関口台町 
小学校長 

多摩教育事務所指導課長 
八王子市教育委員会指導課長 
指導部主任指導主事・統括指導主事（学
力） 

五十嵐 浩子 
（いからしひろこ） 
 

国士館大学
教授 

小平市立 
上水中学校
長 

指導部主任指導主事（英語教育） 
練馬区教育委員会統括指導主事（小中一
貫教育担当） 

増渕 達夫 

（ますぶちたつお） 

帝京大学 

教授 

無 教育庁教育監 

※令和２・３年度学校評価検討委員会委員
長 

中西 郁 
（なかにしかおる） 

十文字学園
女子大学 
教授 

都立北特別 
支援学校 

指導部主任指導主事 
指導部統括指導主事（特別支援教育） 
※令和２・３・４年度特別支援教育検討委員
会委員長 

※第三者評価委員の任期:令和４年４月１日から令和５年３月３１日（１年間） 
 
３ 委員担当校について 

ブロック 当該校 ４年度実施校 評価委員 

駒込中ブロック 駒込中・仰高小・駒込小 駒込中 
五十嵐先生 

巣鴨北中ブロック 巣鴨北中・清和小・西巣鴨小・豊成小・朝日小 西巣鴨小 

池袋中ブロック 池袋中・池袋本町小・池袋第一小 池袋本町小 
増渕先生 

西池袋中ブロック 西池袋中・池袋第三小・池袋小・長崎小・富士見台小 富士見台小 

西巣鴨中ブロック 西巣鴨中・巣鴨小・朋有小 巣鴨小 
相原先生 

千登世橋中ブロック 千登世橋中・南池袋小・高南小・目白小 千登世橋中 

千川中ブロック 千川中・要小・高松小 要小 
中西先生 

明豊中ブロック 明豊中・椎名町小・千早小・さくら小 椎名町小 
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【参考資料】※豊島区 PTA会長研修の資料として配布したものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・学校は、編成した教育課程に従っ

て、教育活動を展開します。授業や行

事等については、児童生徒及び保護

者からアンケート等実施し、教育課程

の達成状況について自己評価を行い

ます。  

・学校は、自己評価だけでなく、 

学校運営連絡協議会（学運協）委

員の方々に、教育活動を参観いただ

きながら、学校の自己評価の結果に

ついて検証した学校関係者評価を

行います。 

 

・第三者評価委員は、学校の自己評

価、学校関係者評価で示された改

善の方向性について、校長に指導・

助言を行います。 

・学校は、自己評価、学校関係者評価、第三者評価による学校評価の結果を基に、改善に向けた次年度の教育課程の編成を

行います。 

 

豊島区のすべての区立学校に 

おける「開かれた教育課程」を実現 


